
中間報告案（玩具のフタル酸エステル規制）に対する意見  

平成21年4月10日  

社団法人 日本玩具協会  

玩具の安全確保は、玩具業界として是非とも果たさねばならない責務であります。  

そして、EU及び米国において、一定の条件（見直し・一部は暫定禁止）付ではあります  

が、6種のフタル酸エステルが規制されていることから、日本においても、これら6種に  

ついて何らかの手当を行うことが必要なことについては理解しております。  

しかしながら、＿n）IN輝証されており  

圭±。一方、これらと同等の性能を有する代替可塑剤については、必ずしも安全性が検証  

されている訳ではありません。  

また、日本の玩具規制の実施システム（食品衛生法の実施体系）灘（緻密で厳  

墜Lなものであるため、大きな費用負担を伴います。こうした負担は、一次的には企業に  

おいて負担されますが、最終的には、商品価格への転嫁、投資減少）雇用労働条件の悪化  

など、様々な形で消費者や社会が負担することになります。  

これらの点を御勘案頂き、導入する規制（基準）は科学的根拠に基づいたものであること、  

リスク低減  また、規制の方法については、企業に不必要な負担を強いることのないよう、  

効果と所要コストのバランスのとれた合理的なものであることを要望致します。   

以上を踏まえ、部会報告書案に関して、具体的に下記の点を要望申し上げます。  

Ⅰ．「DINIIDIDIIDNOP」の規制の対象範囲について  

「DINP，DIDP，DNOP」のTDIと乳幼児のMouthing行動から判断して、現状では、  

おしやぶり以外の玩具について「DINIIDIDIミDNOP」を規制する必要は無いと考え  

られます。  

「DINP，DIDIミDNOP」の規制については、現行の「口に接することを本質とする玩具」  

に限定して頂きたい。  

（理由）  

（1）pINRDIDPDNOPの毒性は低い。   

「DINEDIDIミDNOP」への規制導入について、部会報告書案の根拠になっている数   

値は、「総Mouthing時間351，8分（おしやぶり314，1分、玩具6，9分）」という「お   

しやぶり」を含む極端なケースが、そのまま適用されたものです。その最悪シナリオ   

でもDNOPは安全域が十分にとれており、より科学的なモンテカルロ法を用いれば   

95％タイル値ではDINP、DNOPともに安全であるとみなせます。  

しかも、これらは「おしやぶり」を含む場合であり、「おしやぶり」以外の玩具につ  

いては最悪シナリオを用いてもDINPとDNOPは十分に安全であり、モンテカルロ法  

であれば「DINIミDIDIIDNOP」のいずれも安全であると評価されています。  
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すなわち、「おしやぶり」以外の玩具に対して「DINIミDIDIミDNOP」を使用禁止に  

することは、中間報告案で提示されている科学的根拠から逸脱した規制ではないかと  

考えます。  

（2）「おしやぶり」での対応が進んでいる。  

玩具業界は、「おしやぶり・歯固め」で、材質変更の対応を進めてきており、現在、  

「おしやぶり・歯固め」によるDEHP・DINPの暴露はほとんどない状態になって  

おります。  

2002年当時も、国産の「おしやぶり」には塩化ビニル樹脂を使用したものはありま  

せんでしたが、ST基準・マーク制度において、食品衛生法の上乗せ規制として、「お  

㈱）を禁せ致しました。  

（2002年9月実施。完全実施は2003年4月）  

現在、「おしやぶり・歯固め」については、輸入品を含め塩化ビニル樹脂のものはま  

ず存在しないと考えております。  

（現在は、熱可塑性エラストマーのものが多いですが、塩化ビニル樹脂のものはな   

く、フタル酸エステルを可塑剤として使うことはありません。）  

（3）欧米ではDINP等の毒性の（再）評価・規制措置の見直しが行われる。   

米国のCPSIA（消費者用製品安全改善法）では、「DINRDIDIミDNOP」は暫定禁止  

できるだけ速やかに慢性有害性諮問会議（ChronicHazardAdvisory  に留まっており、   

Panel）で調査等を行い、その報告をもとに最終的な対応を決めることになっておりま  

す。  

また、欧州の玩具・育児用品へのフタル酸エステル規制に関しても、遅くとも 2010  
年1月16日までに再評価が行われることになっています。  

すなわち、欧米ともに現行の規制について見直しの可能性があります。  

（4）CPSCの研究者も、科学的知見からDINPを禁止する必要はない旨を主張している。   

本年4月1日に、米国のNationalPublicRadio（NPR）から「PublicConcern，Not   

Science，PromptsPla＄ticsBan」と題する記事が配信されました。   

記事によると、Dr．MarilynWind（Deputyassociateexecutivedirectorforhealth   

science，CPSC）は、「（科学的根拠は明らかであり）DINPは子供への危害のリスク   

はなく、禁止することはできなかった」、「おしやぶり等については、業界は自発的に   

DINPの使用を止めている」、「（DINPを禁止する法律は成立したが）私は科学を支持   

する（standby）」と主張しています。（資料1）  

また、SGMA（米国スポーツ用品工業会）のホームページ掲載の記事によると、昨年5   

月14日に開催された上院の公聴会で、同氏（Dr．MarilynWind）は、欧州のフタル   

酸エステル規制について、「CPSCはEU委員会の担当者と一緒に仕事をしたが、彼   

らがどのようにしてそのような結論（フタル酸エステルに問題がある）に至ったのか、   

判らなかった」、「彼らは、暴露について、科学的でない、粗雑に誇張された数字を（適  
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当に）取り上げただけである（theysimply“pickedanumber”onexposurethatwas  

“grosslyoverstatedandwasnotsupportedbyscience．”）」と述べた由です。（資料2）  

（参考）NPR配信記事  

102567295  

SGMAホームページ掲載記事   

httl）：／／www．sfIma．Ct二）m／oublicl）01icv／refl二〉i－ml）hthalate   

（5）実務面での脚性がある。   

欧州・米国のように、「口に入れることができる（whichcanbeplacedinthemouth）」   

の解釈を「一辺が5cm未満のサイズがある部位」でガイドラインを作った場合、その   

該当性を巡って現場（検疫）で再度混乱の発生が懸念されます。   

指定玩具の該当性（6歳以上対象の玩具でも指定玩具とされるケース）を巡って現場   

が混乱し吏したが、その上に、「口に入れることができる」の要件が重なってくると、   

対応する現場が著しく混乱する可能性があります。  

（欧州では、EU委員会から、「口に入れることができる」の解釈について、図例を示  

した詳細なガイドラインが出されていますが、日本のように検疫所が詳細なチェック   

を行って管理するシステムの中では、重層的に、追加的なガイドラインを設定するの   

は適当ではないと考えます。）（資料3）  

（6）代華可塑剤に振り替えることについての安全面の懸念   

私どもとしては、より安全な可塑剤を使用するよう努力したいと存じますが、現在   

の段階では、代替可塑剤についてその安全性が必ずしも検証されているわけではあ  

りません。   

毒性が低いことが判明しているDINPの使用を禁止することは、乳幼児の安全に関   

し、却ってリスクを増す可能性があること‡を懸念しています。  

Ⅲ．規制対象の材質について  

規制対象の材質は、塩化ビニル樹脂に限定して頂きたい。  

（理由）  

（1）塩化ビニル樹脂以外の材質については、フタル酸エステルが可塑剤として使用される   

可能性は極めて低く、たとえ使用されたとしても、塩化ビニノ聯高  

濃度になることはあり得ません。  

（2）2月9日に公表された、米国のCPSIAに係るフタル酸エステルの試験方法によると、   

検査は塩化ビニル樹脂を前提としたものになっています。   

材質によって異なる試験方法が必要となりますが、それが定まらない中で、規制だけ   

先行することは事業者にとって過度の負担となります。  
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近時、外国で、当該国からの輸出に際して仕向国の安全基準に適合している証明（試  

験成績書）を求められるケースがあり、試験方法が定まっていないまま規制だけ行っ  

た場合に、それに対応できないという事態が生じる懸念があります。  

（3）法的に規制が行われると、フタル酸エステルを使用していないにも拘らず、また使   

用することがあり得ないものでも、すべての玩具に試験が要求されることになります。   

これは玩具業界にとって、経済的にも時間的にも極めて大きな損失となります。  

Ⅲ．通関（検疫）の際に要求される資料  

規制を拡大するフタル酸エステル（4種）については、輸入届出の際の自主検査にお  

いて、 「登録検査機関による試験成績書」によらなくとも通関（検疫）できるように措  

置を講じて頂きたい。  

（自己適合宣言書、工場の責任者の陳述書、何らかの試験検査報告書等で良いとして   

頂きたい）  

（理由）  

（1）国内生産の規模から見て、日本で販売されている玩具の9害似上は輸入品といわれて   

おります。   

迅速かつ円滑な通関（検疫）は、玩具業界にとって非常に重要な事項であります。  

（2）欧米の規制のあり方（方法）と比べると、日本の玩具規制の実施システム（食品衛生   

法の検査体系）は非常に重厚なものとなっています。   

そして、食衛法の実施システムでは、輸入にあっては、一定の検査機関（食衛法の登   

録検査機関）において所定の試験方法に基づいた検査を受け、その試験成績書を検疫   

所に提出して基準適合性を確認することとなっています。  

（通例、欧州は自己認証方式。また、米国CPSIAも通関で試験成績書までは求めてい   

ない。）  

このシステムは安全確認面でより厳密な方法ですが、その分、かなりの費用や時間を  

必要とするものです。  

（3）規制拡大を検討している4種のフタル酸エステルは、もともと生産・使用量が少ない   

ものであり、規制が発効しますと、玩具に使用される可能性は更に低くなるものと思   

われます。  

安全性が高いことが科学的に検証されており、安全な状態が形成されているにも拘ら  

ず、多額の検査費用をかけて「無の証明」を求めるのは過大な負担となります。  

（4）特にフタル酸エステルの検査費は高額であり、6種類の検査をする場合、1検体当た   

り検査費5－6万円にのぼります。   

セット物（複数の玩具から構成）など、玩具毎の検査が必要な場合には、複数の検査   

を行うことになります。  
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また、検査は食衛法の輸入検査のみに止ま＿地。企業は、生産国（中国）では、  

輸出先国の安全基準への廼合性確認のために、当該政府が指定する検査機関で検査を  

受けなければなりませんし、その他にもST検査や企業独自の安全確認検査など、複数  

の検査を受けるケースが一般化しています。  

一旦食衛法で規制が導入されますと、その試験項目について、食衛法検査費用の何  

倍もの検査費用が必要となります。  

Ⅳ．その他のコメント  

1．海外の玩具規制と食衛法の玩具規制の国際整合   

科学的知見から安全性に問題がある場合は規制を行う必要がありますが、それを超え  

て、それぞれの国の事情を踏まえ各国が独自で判断して講じる措置については、必ずし  

も国際整合を最優先する必要はないものと考えます。   

ちなみに食衛法の玩具規制には、着色料検査、基材（PVC／PE）の過マンガン酸カリ  

ウム消費量・蒸発残留物検査といった、欧米の規制にはない、日本独自の判断に基づく  

要求事項があります。   

フタル酸エステル規制について、科学的知見から毒性が低いことが検証されている  

「DINIミDIDIIDNOP」の規制は、必ずしも完全整合を追求するのではなく、日本独自  

の判断での対応を行って頂きたいと存じます。  

（欧米では育児用品も規制対象となっていますが、日本では晴乳・晴食用器具以外の育  

児用品は規制対象になっていません。片や完全整合、片や規制はないというのは、整合  

化を強調するのであれば、規制対象間のバランスを失していると考えます。）  

2．米国のCPSIAの最近の動向  

米国では、CPSIA施行時（2月10日）には、施行10日前に、第三者認証・一般遵守宣  

言の適用が1年延期され、また、施行7日前には、ニューヨーク地裁で、それまでのCPSCの  

解釈を覆す「フタル酸エステル規制の遡及適用」の裁定が出され、混乱が生じています。  

その後もCPSIAの施行を巡って混乱が続いており、同法の修正等の動きが生じてきて  

います。（資料4）  

フタル酸エステル規制についても、公表された試験方法は、当該玩具の全重量比で含有  

率を算定するというもので、欧州と整合しておらず、また、検査費が極端に高いことな  

どから、現実的なものとなるよう改定要望がなされていると聞いています。  

「慢性有害性諮問会議」の推移も含め、状況をもう少し見極めるべきではないかと思い  

ます。  

3．   

当協会は、昭和46年に業界の自主的措置として玩具安全事業（ST基準・STマーク  

制度）を発足させました。以来、37年間にわたって、我が国の玩具安全に努力してま  

いりました。  

特に、STマーク制度はマークの取得に第三者検査機関での検査を義務付けており、  
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世界的にも高い水準の玩具安全を確保してきたものと自負しております。  

昨年10月施行の改定玩具規制も、改定規制の大部分は既にST制度で実施していたも  

のであり、STマーク付玩具では検査で適合性を確認していたものです。  

なお、改定規制施行時には、登録検査機関に検査が殺到するという想定外の緊急事態  

が発生し、クリスマス・年末商戦を前に薄氷を踏む思いで検査への対応を行ってきまし  

た。  

昨年来の検査渋滞がようやく一段落した今、玩具企業は、この間に激増した検査費用  

に改めて驚くとともに、このままでは経営が成り立たなくなる可能性があり、その対策  

が急務となっております。  

加えて、百年に一度といわれる経済危機の中、売上の大幅な減少に苦しんでおります。  

その上に、本年末をもって「先行サンプル制度」が廃止されますと、経営に打撃を受  

ける企業が更に拡大することを強く懸念しており、その対応にも追われております。  

（別途、当協会から厚労省に先行サンプル継続の要望書を提出しております。）  

玩具業界は、これまで食衛法玩具規制の改定（「平成19年4月に重金属等の試験方法  

の改定」、「平成20年10月改定」）の都度、継続して輸入する商品について改めて検査  

を受け直してきました。（平成20年10月改定では、厚労省から、一部、ST検査結果  

の輸入届出への活用を認めて頂いています。）  

先行サンプルが廃止されますと、継続輸入する商品について、再び本貨物により食衛  

法検査を受け直さねばならなくなります。  

その上に更にフタル酸エステル規制改定による検査が上積みされることになります。  

上記のような状況の中、フタル酸規制の導入については、当該措置の効果と比較して、  

徒に検査費用のみを増大させるものとならないよう謙抑的な対応を御願いしたいと存  

じます。  

4．  

規制改定等に関してプレス発表を行う際には、消費者・社会に対し誤解を与えること  

のないよう、表現等に配慮し、毒性リスクについても明確なメッセージとなるようお願  

いします。  

前回の改定時（平成14年）は、塩化ビニル樹脂のフタル酸エステルが大きな社会問題  

になっていたこともあり、「DEHPの使用禁止」が即ち「塩化ビニル樹脂そのものが問  

題」との印象を与え、塩化ビニル樹脂の忌避が拡大しました。  

現在は、社会の理解も進みそのような状況には至っていないと認識しておりますが、発  

表にあたっては、誤解を招かないよう表現に配慮し、毒性リスクを明確に説明して頂く  

ようお願い致します。   
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ThatsoIvedoneproblembutcreatedanother．   

CI100ShgANelVVI血olm   

InsteadofusingDEHP，COmpar）ie＄beganso氏enillgtOySWithaphthalateca11edDINP，、Vhichappearedlesslikely  
tocausepl・Oblemsinratsandmice▲   

The11inthelate1990S，Windsays，SCientistsfollndevidencethatDINPcouldcauseliverproblemsiIlrOdents，   

，WemetwithindustryandlnadethemalVareOfwhatwefbund，andtheyvoluntarilyremovedDINP良●OmtOyS  
thatcouldbemo11thed；lwindsays．  

ThecommissionalsoconvenedanexpertpaneltosttldyDINP．AnditbegantwoexperimentstoBgureouthoiv  
muchDINPkidscouldget打omtoystheyputintheirmouths．   

Thefirstexperimentusedvolunteel・Sfromthecommissionlsstaff．   

”wegaYethemDINP－COntainlngPleCeOfPVCtochelVOnandtheythenhadtospitouttheirsalivaノ’shesays・  
Scientistsmeasuredhowm11ChDINPwasinthesaliva．   

Theappl・OaCh、VaSdesignedtoextractmoreDINPthananinfantpossiblycouldfromatoy，Windsays・  
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DoIG血ChewToysEnou癖ITo】∃eAtRisk？   

Thesecondexperiment，donein2000atld2001，SenttrainedobserverSintohomesandday－CareCenterS．They  
Studied169Childrento負ndoutwhattheyreallydidwiththeirtoys，Thee草perimentdidnotincludepaci鮎rsor  
teethers，WhichbythattimecontainednoDINP．   

Windsayseachobservercarriedastopwatchand■reverytimeachildputsomethingintheirmouththeyrecorded  
it．－－   

Beforethisstudywas貢nished，theCPSCpanelconduded，basedonthedataaboutchewingandsaliva，that  
ChildrenwouldhavetomouthtoyscontainingD王NPforatleast75minutesadaytohaveeventheslightestriskof  
bedthproblems．   

Themouthingexperimentshowedthatevenyoungchildrenkepttoysintheirmouthslessthantwominutesaday．   

Soby2003，thesciencewaspre仕yclear，Windsays．  
toehildren．”  

IntestimonybeforeCongress，Windsummarizedtheresearchheragencyhaddoneonphthalatesinchildren－s  
pro血ds弧dargⅥedagainsttbepTOpO5edもan．   

An Abundance Of Caution 

Scientists丘omtheFDAexplainedwhythey，tOO，hadconcludedthatthebanwasnotnecessarytoprotectthe  
pl血Iic．   

Butlawmakershadothel・ideas．   

SeIl．DianneFeinstein（D－CA）saidthebanwasneededbecausephthalateshadbeen一．1inkedtoserious  
reprodnctivedefbcts．－－   

Rep．JanSchakowsky（D－IL）talkedabout’’potentidharmtotestosteronedevelopmerrtalldthemalereproductive  
tract．▼，   

AndduringheariⅠ唱5，thelawmakersheard如mscientistsrepresentinggroupsthatwantthegovernmenttoban  
allPVCplasticsfromchildren’sproducts．   

ThefrighteniTlgallegationshelpedpassthelawbanningphthalates．   But輌   
．’Ⅰknowthatwedidreallygoodscience：．shesays．，．Andsornetimespeopledonttlistentothegoodscience：’  
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Ssna竜eト：eai－sTestねⅥOnyOnPhlnaJate・・臼PAへContainingChildren’s  
Products  

TheSenateComrnerceSubcomm往teeonConsumerA触irsheIdahearingonMay14that  
fbcusedonphthalatesandbisphenoトA（BPA）inconsumerproductsgenera［FyandchiIdren’s  
PrOductsinpa祀cu（ar．SubcommitteechairmanMarkPryor（D－AR）saidhehadca＝edthehearing  
togatherinformationinthewakeofrecentmediareportsonBPAandphtha［atesandthento  
use8Wherethatleadsus．汀However，Itisclearsom8OtherSenateDemocratsareanxiousto  

PaSSreStrictivelegisFationattheearliestopportunily．   

Sen・CharfesSchumer（D－NY）tes棉edatthehearingasthechiefsponsorofS，2928，V／hich  

WOuldbanBPA盲nproductsfb（Ch盲Tdrenage7andunder．Hesaid札theworEdtooknote．’when  
NIHIsNationaIToxicoIogyP（Ogram（NTP）re7easeditsBPAstudyinApril，WithCanadatakfng  
actiontobanBPAf（Ombabybottfes．WaトMartp浦ng8PA－COntainingch＝dren’sproductsf（Om  
thesheFvesinCanada，andToys－R－UsannouncJngP［anstodosointheUnltedStatesbeginⅢng  
inJanuary2009．HeaIsonotedthatCa［ifbrnfaiscurrentFyconsideringBPA）egislation．   

FDAAssociateComnllssionerforScienceDr．NorrisA‡dersonsaidhisagencycreatedatask  

forcetoundertakefur仙erstudyofBPAforlowingthere［easeoftheNTPreport－MeanwhiJe，he  
SaidFDAhasnoreasonforconc8rnatthistimeandhenQtedthatgovemmentalauthoritiesin  
theEuropeanUnbnandJapanhavefoundBPAtobe＄afe．Nonethe［ess，henotedthatFDAhas  
PubEicfyadvisedthatconsumerscantumtoalternativeproducts，SPeC涌ca”yc帽ngg［assbaby  

bo柑es．  

CPSCDeputyAssodateExecutiveD汀ectorforHea托hSciencesDr．MarilynWindpresented寧  
detaiFedhistoryoftheCPSC’srev盲ewofphthalate＄．includingtheagency’s3－OvoteinFebruary  
20O3todenyapetitiontobanphthaIatesfromchildren’sproductsfoI［ov廟gthecomp（etionofa  
ChronicHazardAdvisoryPaneIstudyofDFNP．thernostcommonlyusedphtha（ate・VWndcafJed  
intoquestiontheO・1percentphthaIate＝mitcontainedintheSenateversionof軌epending  
CPSCreauthorizationle9isIation（H．R．4040），Sayin9thiswouldbeacontaminationlevel・   

OnBPA，WindnotedthattherecentNTPstudyconcIudedthatdie＝sthernainsourceofBPA  
andthatthoseproductsarenotregufatedbytheCPSC・However．shenotedthatitcIearlymade  
nosensetoaIsobanotheTBPA－COntainingchi［dren’sproducts－－SuChasp［OteCtivehe7metsand  
goggleso用keIyinteres＝oSGMAmembers－－WheretherecouldbenopossibleBPA－reIated  
healthhlPaCt．   

Du血9qUeStioningofthegovernmenta！witnesses，theFDAwhesssaidonseveraFoccasions  
Uthereareuncenainties’’regardjngBPA・Ontheo軌erhand，㈱，  
蜘ぬ長坦鯛  

血蜘出蜘由乱  

触幽旭幽囚珪皇旦  

1・）yミ9iJコロ立§ご■   

IncIosingthehearing，Pryorgavenoindicationofp［ansforfollow－uPaCtionbyhiscommittee・  
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欧州委員会のガイダンス文書  

「口にすることができる」（whieb亡anbeplacedin仙emouth）の概念の解釈  

（全文はhttpノ／www．ro軋mi。VWS．nレupl。ad／r。W／如d。n。。％20d。。Umen蛸20触－aten．pd触ear。hゴGuida。。e）  

（一部抜粋）  
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CPSIA施行を巡る状況について  

2009年1月30日 鉛含有、フタル酸、ASTM規格の「第三者認証」・GCC（適合宣言書）  

の1年間延期（Oneyea軸定  
（ただし、規制（基準）は適用する。）  

2月3日 ニューヨーク（南地域）地裁裁定（Rule）  

CPSC最高顧問（GenemlCounsel）の見解（「2009年2月10日以前に製造さ  

れた製品についてはフタル酸規制を適用しない」）を0veれum（覆す）する。   

2月6日 偶n払rcementPolicy」（鉛規制関係の適用除外細目）を公表（CPSC）。  
t   

2月9日 米国玩具協会（TIA）、「施行前夜 揉ve）の声明」を公表  

「今晩真夜中に棚に並んでいる全ての製品を検査することはできない」旨強調  

「これまで安全について苦情無しに生産してきたなら、今後もそのまま生産・  

販売していて良い」（CPSCCommis8ionerThomasMoore）の助言を紹介  

2月9日午後6時 フタル酸エステルの試験方法を公表（CPSC）  

「フタル酸エステルの含有量は、製品全体の量に占める比率とする」  

（注）これにより表面塗膜や接触不能な内部部品についての懸念をかなり解消  

2月12日  フタル酸規制の対象となる玩具・育児用品についてのガイドラインのドラ  

フトを提示（CPSC）  

2月 23 日 米国玩具協会（TIA）、「小売事業者への公開書簡」（「Open Letter tq  

Retailersl）を公表  

「「Muchofpreviou8teStingonsuぬcecoatingsandcomponentparts  
donetodatemayhaveoverstatedproblems．」  

（誇張されすぎていたかもしれない）  

「これまで安全について苦情無しに生産してきたなら、今後もそのまま生  

産・販売していて良い」（上記）の助言を紹介  

3月10日   TIA、アンケート調査概要公表（製造400社、小売200社の集計）  

小売価格で20億ドル（200〔）億円）の損失（年間売上の約10％の相当）  

（小売からの返品又は検査待ちのため返送10億ドル以上  

8億ドルの在庫が返品の恐れがある）  

製造業で1200人の人員削減（CPSIAのみの影響分）  
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3月17日  TIA報告：米国議会で、意図しなかった結果（フタル酸エステルの規制の  

遡及適用、流通在庫の返品等）を踏まえ、「良識（commonsense）と、実  

際に機能する解決策（workablesolutions）」を求めて「CPSIA法の修正」  

検討の動き。  

TIA、下院議員に書簡を送付。（CPSIAは、（規制の遡及適用などに）明確  

性を欠き、非現実的な期限（unrealisticdeadline）を設定し、CPSCに執  

行上の裁量権を与えていない旨を訴え。）  

4月1日  関係業界主催の「AmendtheCPSIA（CPSIAを修正せよ）」Rally（集会）が  

ワシントンで開催された。  
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